
所
得
及
び
譲
渡
収
益
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ

リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書

日
本
国
及
び
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
は
、

二
千
六
年
二
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
所
得
及
び
譲
渡
収
益
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱

税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い

う
。
）
及
び
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
二
千
六
年
二
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
（
以
下
「
二
千
六
年
議

定
書
」
と
い
う
。
）
を
改
正
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

条
約
第
二
条
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(a)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、

(a)

所
得
税

(i)



法
人
税

(ii)

復
興
特
別
所
得
税

(iii)

復
興
特
別
法
人
税

(iv)

住
民
税

(v)（
以
下
「
日
本
国
の
租
税
」
と
い
う
。
）

第
二
条

条
約
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

１

一
方
の
締
約
国
の
企
業
の
利
得
に
対
し
て
は
、
そ
の
企
業
が
他
方
の
締
約
国
内
に
あ
る
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
当
該
他

方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
事
業
を
行
わ
な
い
限
り
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
の
み
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
の
締
約
国
の
企
業
が
他
方
の
締
約
国
内
に
あ
る
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
当
該
他
方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
事
業

を
行
う
場
合
に
は
、
２
の
規
定
に
よ
り
当
該
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
利
得
に
対
し
て
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
に
お

い
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

こ
の
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
の
適
用
上
、
各
締
約
国
に
お
い
て
１
に
規
定
す
る
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
利
得

は
、
企
業
が
当
該
恒
久
的
施
設
及
び
当
該
企
業
の
他
の
構
成
部
分
を
通
じ
て
果
た
す
機
能
、
使
用
す
る
資
産
及
び
引
き
受

け
る
危
険
を
考
慮
し
た
上
で
、
当
該
恒
久
的
施
設
が
同
一
又
は
類
似
の
条
件
で
同
一
又
は
類
似
の
活
動
を
行
う
分
離
し
、

か
つ
、
独
立
し
た
企
業
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
特
に
当
該
企
業
の
他
の
構
成
部
分
と
の
取
引
に
お
い
て
も
、
当
該
恒
久

的
施
設
が
取
得
し
た
と
み
ら
れ
る
利
得
と
す
る
。

３

一
方
の
締
約
国
が
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
企
業
の
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
利
得
を
２
の
規
定
に
よ
り
調
整
し
、

そ
れ
に
伴
い
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
租
税
を
課
さ
れ
た
当
該
企
業
の
利
得
に
租
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方

の
締
約
国
は
、
そ
の
利
得
に
対
す
る
二
重
課
税
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
限
り
、
そ
の
利
得
に
対
し
て
当
該
他

方
の
締
約
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
租
税
の
額
に
つ
い
て
適
当
な
調
整
を
行
う
。
こ
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
両
締
約
国
の

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
相
互
に
協
議
す
る
。

４

他
の
条
で
別
個
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
種
類
の
所
得
、
利
得
又
は
収
益
が
企
業
の
利
得
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該

他
の
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

第
三
条



１

条
約
第
九
条
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

一
方
の
締
約
国
が
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
租
税
を
課
さ
れ
た
当
該
他
方
の
締
約
国
の
企
業
の
利
得
を
当
該
一
方
の

締
約
国
の
企
業
の
利
得
に
算
入
し
て
租
税
を
課
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
算
入
さ
れ
た
利
得
が
、
双
方
の
企
業
の
間
に

設
け
ら
れ
た
条
件
が
独
立
の
企
業
の
間
に
設
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
条
件
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
当
該
一
方
の
締
約
国
の

企
業
の
利
得
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
利
得
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
は
、
そ
の
利
得
に
対
し
て
当
該
他
方
の

締
約
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
租
税
の
額
に
つ
い
て
適
当
な
調
整
を
行
う
。
こ
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
条
約
の
他
の

規
定
に
妥
当
な
考
慮
を
払
う
も
の
と
し
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
相
互
に
協
議
す

る
。

２

条
約
第
九
条
３
中
「
七
年
」
を
「
十
年
」
に
改
め
る
。

第
四
条

１

条
約
第
十
条
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

１
に
規
定
す
る
配
当
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
支
払
う
法
人
が
居
住
者
と
さ
れ
る
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
も
、
当
該
一

方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
配
当
の
受
益
者
が
他
方
の
締



約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
の
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

２

条
約
第
十
条
３

中
「
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

(a)

３

条
約
第
十
条
３
の
次
に
次
の
４
を
加
え
る
。

４

２
及
び
３
の
規
定
は
、
配
当
を
支
払
う
法
人
の
そ
の
配
当
に
充
て
ら
れ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

で
は
な
い
。

４

条
約
第
十
条
４
中
「
２

及
び
」
を
削
り
、
同
条
４
を
同
条
５
と
す
る
。

(a)

５

条
約
第
十
条
８
中
「
こ
の
８
」
を
「
こ
の
９
」
に
改
め
、
同
条
５
、
６
、
７
、
８
及
び
９
を
そ
れ
ぞ
れ
同
条
６
、
７
、

８
、
９
及
び

と
す
る
。

10

第
五
条

条
約
第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条

１

一
方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
生
じ
、
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
受
益
者
で
あ
る
利
子
に
対
し
て
は
、
当
該
他
方
の
締

約
国
に
お
い
て
の
み
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
債
務
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
の
収
入
、
売
上
げ
、
所
得
、
利
得
そ
の
他
の
資
金
の
流
出

入
、
債
務
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
の
有
す
る
資
産
の
価
値
の
変
動
若
し
く
は
債
務
者
若
し
く
は
そ
の
関
係
者
が
支
払
う

配
当
、
組
合
の
分
配
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
支
払
金
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
利
子
又
は
こ
れ
に
類
す
る
利
子
で

あ
っ
て
、
一
方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
に
対
し
て
は
、
当
該
利
子
が
生
じ
た
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
当

該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
租
税
の
額
は
、
当
該
利
子
の
受
益
者
が
他
方

の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
利
子
の
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
条
に
お
い
て
、
「
利
子
」
と
は
、
全
て
の
種
類
の
信
用
に
係
る
債
権
（
担
保
の
有
無
及
び
債
務
者
の
利
得
の
分
配

を
受
け
る
権
利
の
有
無
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
生
じ
た
所
得
、
特
に
、
公
債
、
債
券
又
は
社
債
か
ら
生
じ
た
所
得
（
公

債
、
債
券
又
は
社
債
の
割
増
金
及
び
賞
金
を
含
む
。
）
及
び
他
の
所
得
で
当
該
所
得
が
生
じ
た
締
約
国
の
租
税
に
関
す
る

法
令
上
貸
付
金
か
ら
生
じ
た
所
得
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
支
払
の
遅
延
に
対
し
て
課
さ
れ
る
損
害
金

は
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
利
子
に
は
該
当
し
な
い
。
前
条
で
取
り
扱
わ
れ
る
所
得
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
上
利
子
に

は
該
当
し
な
い
。

４

１
及
び
２
の
規
定
は
、
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
利
子
の
受
益
者
が
、
当
該
利
子
の
生
じ
た
他
方
の
締
約
国
内



に
お
い
て
当
該
他
方
の
締
約
国
内
に
あ
る
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
子
の
支
払
の
基

因
と
な
っ
た
債
権
が
当
該
恒
久
的
施
設
と
実
質
的
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に

は
、
第
七
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

利
子
の
支
払
者
と
受
益
者
と
の
間
又
は
そ
の
双
方
と
第
三
者
と
の
間
の
特
別
の
関
係
に
よ
り
、
当
該
利
子
の
額
が
、
そ

の
関
係
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
支
払
者
及
び
受
益
者
が
合
意
し
た
と
み
ら
れ
る
額
を
超
え
る
と
き
（
理
由
の
い
か
ん
を
問

わ
な
い
。
）
は
、
こ
の
条
の
規
定
は
、
そ
の
合
意
し
た
と
み
ら
れ
る
額
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
支

払
わ
れ
た
額
の
う
ち
当
該
超
過
分
に
対
し
て
は
、
こ
の
条
約
の
他
の
規
定
に
妥
当
な
考
慮
を
払
っ
た
上
、
各
締
約
国
の
法

令
に
従
っ
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
あ
る
債
権
に
関
し
て
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
か
ら
利
子
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
お
い

て
、
次
の

に
規
定
す
る
事
項
及
び

に
規
定
す
る
事
項
に
該
当
す
る
者
が
当
該
債
権
と
同
等
の
債
権
を
当
該
一
方
の
締

(a)

(b)

約
国
の
居
住
者
に
対
し
て
有
し
て
い
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
当
該
利
子
の
支
払
の
基
因

と
な
る
債
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
は
、
当

該
利
子
の
受
益
者
と
は
さ
れ
な
い
。



当
該
他
方
の
締
約
国
内
に
お
い
て
生
ず
る
利
子
に
関
し
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
に
対
し
て
こ
の
条
約
に
よ

(a)
り
認
め
ら
れ
る
特
典
と
同
等
の
又
は
そ
の
よ
う
な
特
典
よ
り
も
有
利
な
特
典
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
。

い
ず
れ
の
締
約
国
の
居
住
者
で
も
な
い
こ
と
。

(b)
７

利
子
の
支
払
の
基
因
と
な
る
債
権
の
設
定
又
は
移
転
に
関
与
し
た
者
が
、
こ
の
条
の
特
典
を
受
け
る
こ
と
を
当
該
債
権

の
設
定
又
は
移
転
の
主
た
る
目
的
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
利
子
に
対
し
て
は
、
こ
の
条
に
定
め
る
租

税
の
軽
減
又
は
免
除
は
与
え
ら
れ
な
い
。

第
六
条

１

条
約
第
十
三
条
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
の

及
び

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が

に
規
定
す
る
株
式
の
譲
渡
（

の
資

(a)

(b)

(b)

(a)

金
援
助
が
最
初
に
行
わ
れ
た
日
か
ら
五
年
以
内
に
行
わ
れ
る
譲
渡
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
取
得
す
る
収
益
に
対
し
て
は
、

他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
租
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
他
方
の
締
約
国
（
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
預
金
保
険
機
構
を
含
む
。
以
下
こ
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
金

(a)
融
機
関
の
差
し
迫
っ
た
支
払
不
能
に
係
る
破
綻
処
理
に
関
す
る
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
、
当
該
他
方
の



締
約
国
の
居
住
者
で
あ
る
金
融
機
関
に
対
し
て
実
質
的
な
資
金
援
助
を
行
う
場
合

当
該
一
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
当
該
他
方
の
締
約
国
か
ら
当
該
金
融
機
関
の
株
式
を
取
得
す
る
場
合

(b)

２

条
約
第
十
三
条
４
及
び
５
中
「
動
産
」
を
「
財
産
（
不
動
産
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条

１

条
約
第
二
十
二
条
１
中
「
第
七
条
、
」
を
削
り
、
「
第
十
一
条
３
」
を
「
第
十
一
条
１
」
に
改
め
る
。

２

条
約
第
二
十
二
条
３
、
５

及
び
６
中
「
第
七
条
、
」
を
削
り
、
「
第
十
一
条
３
」
を
「
第
十
一
条
１
」
に
改
め
る
。

(a)

３

条
約
第
二
十
二
条
７

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(c)
(ii)

日
本
国
の
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
有
価
証
券
市
場

(ii)

４

条
約
第
二
十
二
条
７

中
「
第
七
条
、
」
を
削
り
、
「
第
十
一
条
３
」
を
「
第
十
一
条
１
」
に
改
め
、
「
（
租
税
条

(e)
(i)
(cc)

約
に
規
定
す
る
要
件
が
こ
の
条
約
に
規
定
す
る
要
件
よ
り
も
制
限
的
で
な
い
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条

条
約
第
二
十
三
条
１
及
び
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

英
国
外
の
領
域
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
租
税
を
英
国
の
租
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
又
は
英
国
外
の
領
域
に
お
い
て
生
ず



る
配
当
若
し
く
は
英
国
外
の
領
域
に
あ
る
恒
久
的
施
設
の
利
得
に
係
る
英
国
の
租
税
を
免
除
す
る
こ
と
に
関
す
る
英
国
の

法
令
の
規
定
（
こ
の
１
に
規
定
す
る
一
般
原
則
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
従
い
、

日
本
国
内
の
源
泉
か
ら
生
ず
る
所
得
、
利
得
又
は
課
税
譲
渡
収
益
に
つ
き
、
日
本
国
の
法
令
及
び
こ
の
条
約
の
規
定

(a)
に
従
い
直
接
に
又
は
源
泉
徴
収
に
よ
っ
て
納
付
さ
れ
る
日
本
国
の
租
税
（
配
当
に
つ
い
て
は
、
配
当
の
支
払
に
充
て
ら

れ
る
利
得
に
つ
い
て
納
付
さ
れ
る
租
税
を
除
く
。
）
は
、
当
該
日
本
国
の
租
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該
所
得
、

利
得
又
は
課
税
譲
渡
収
益
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
る
英
国
の
租
税
か
ら
控
除
す
る
。

日
本
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
が
英
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
に
支
払
う
配
当
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
法
令
に
規
定

(b)
す
る
免
除
を
受
け
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
英
国
の
租
税
を
免
除
す
る
。

英
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
の
日
本
国
内
に
あ
る
恒
久
的
施
設
の
利
得
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
免

(c)
除
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
英
国
の
法
令
に
規
定
す
る
免
除
を
受
け
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
英

国
の
租
税
を
免
除
す
る
。

日
本
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
が
、
そ
の
議
決
権
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す
る
英
国
の
居

(d)
住
者
で
あ
る
法
人
に
支
払
う
配
当
で
あ
っ
て
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
租
税
が
免
除
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

(b)

(a)



に
規
定
す
る
英
国
の
租
税
か
ら
の
控
除
を
行
う
に
当
た
り
、
当
該
日
本
国
の
居
住
者
で
あ
る
法
人
が
当
該
配
当
の
支
払

に
充
て
ら
れ
る
利
得
に
つ
い
て
納
付
す
る
日
本
国
の
租
税
を
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

日
本
国
以
外
の
国
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
租
税
を
日
本
国
の
租
税
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
の
規

定
に
従
い
、
日
本
国
の
居
住
者
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
英
国
に
お
い
て
租
税
を
課
さ
れ
る
所
得
を
英
国
に
お
い
て

取
得
す
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
に
つ
い
て
納
付
さ
れ
る
英
国
の
租
税
の
額
は
、
当
該
居
住
者
に
対
し
て
課
さ
れ
る
日
本

国
の
租
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
た
だ
し
、
控
除
の
額
は
、
当
該
所
得
に
対
応
す
る
日
本
国
の
租
税
の
額
を
超
え
な
い
も

の
と
す
る
。

第
九
条

条
約
第
二
十
四
条
３
中
「
第
十
条
８
若
し
く
は
９
、
第
十
一
条
８
か
ら

ま
で
」
を
「
第
十
条
９
若
し
く
は

、
第
十
一
条

10

10

５
か
ら
７
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
条

１

条
約
第
二
十
五
条
３
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
ま
た
、
こ
の
条
約
に
定
め
の
な
い
場
合
に
お
け
る
二
重
課
税
を
除
去
す
る
た
め
、



相
互
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

条
約
第
二
十
五
条
に
次
の
５
及
び
６
を
加
え
る
。

５

一
方
又
は
双
方
の
締
約
国
の
措
置
に
よ
り
あ
る
者
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
適
合
し
な
い
課
税
を
受
け
た
事
案
に
つ
い

(a)
て
、
１
の
規
定
に
従
い
、
当
該
者
が
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
申
立
て
を
し
、
か
つ
、

当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
か
ら
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
当
該
事
案
に
関
す
る
協

(b)
議
の
申
立
て
を
し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
２
の
規
定
に
従
い
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
事
案
を
解
決

す
る
た
め
の
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、

当
該
者
が
要
請
す
る
と
き
は
、
当
該
事
案
の
未
解
決
の
事
項
は
、
仲
裁
に
付
託
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
未
解
決
の
事
項

に
つ
い
て
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
裁
判
所
又
は
行
政
審
判
所
が
既
に
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
未
解
決
の
事
項
は

仲
裁
に
付
託
さ
れ
な
い
。
当
該
事
案
に
よ
っ
て
直
接
に
影
響
を
受
け
る
者
が
、
仲
裁
決
定
を
実
施
す
る
両
締
約
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
の
合
意
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
仲
裁
決
定
は
、
両
締
約
国
を
拘
束
す
る
も
の
と
し
、
両

締
約
国
の
法
令
上
の
い
か
な
る
期
間
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
施
さ
れ
る
。
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
５

の
規
定
の
実
施
方
法
を
合
意
に
よ
っ
て
定
め
る
。



６

５
の
規
定
は
、
第
四
条
３
の
規
定
に
該
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
一
条

条
約
第
二
十
六
条
１
及
び
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
の
実
施
又
は
両
締
約
国
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
地
方
政
府
若
し
く

は
地
方
公
共
団
体
が
課
す
る
全
て
の
種
類
の
租
税
に
関
す
る
両
締
約
国
の
法
令
（
当
該
法
令
に
基
づ
く
課
税
が
こ
の
条
約

の
規
定
に
反
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
の
運
用
若
し
く
は
執
行
に
関
連
す
る
情
報
を
交
換
す
る
。
情
報
の
交
換
は
、
第
一

条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
受
け
な
い
。

２

１
の
規
定
に
基
づ
き
一
方
の
締
約
国
が
受
領
し
た
情
報
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
が
そ
の
法
令
に
基
づ
い
て
入
手
し
た

情
報
と
同
様
に
秘
密
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
し
、
１
に
規
定
す
る
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
、
こ
れ
ら
の
租
税
に
関

す
る
執
行
若
し
く
は
訴
追
、
こ
れ
ら
の
租
税
に
関
す
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
又
は
こ
れ
ら
の
監
督
に
関
与
す
る

者
又
は
当
局
（
裁
判
所
及
び
行
政
機
関
を
含
む
。
）
に
対
し
て
の
み
、
開
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
者
又
は
当
局
は
、
当
該

情
報
を
そ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
の
み
使
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
者
又
は
当
局
は
、
当
該
情
報
を
公
開
の
法
廷
に
お
け
る

審
理
又
は
司
法
上
の
決
定
に
お
い
て
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
２
の
第
一
文
か
ら
第
三
文
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ



ら
ず
、
一
方
の
締
約
国
が
受
領
し
た
情
報
は
、
両
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
き
他
の
目
的
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
そ
の
よ
う
な
使
用
を
許
可
す
る
場
合
に
は
、
他
の
目
的
の
た
め
に
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

条
約
第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
Ａ

１

両
締
約
国
は
、
租
税
債
権
の
徴
収
に
つ
き
相
互
に
支
援
を
行
う
。
こ
の
支
援
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

制
限
を
受
け
な
い
。

２

こ
の
条
に
お
い
て
、
「
租
税
債
権
」
と
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
る
租
税
で
あ
っ
て
両
締
約
国
が
課

す
る
も
の
及
び
次
に
掲
げ
る
租
税
（
そ
の
課
税
が
こ
の
条
約
又
は
両
締
約
国
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
他
の
取
極
の
規
定

に
反
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）
の
額
並
び
に
当
該
租
税
の
額
に
関
す
る
利
子
、
行
政
上
の
金
銭
罰
及
び
徴
収
又
は
保
全
の

費
用
を
い
う
。

日
本
国
に
つ
い
て
は
、

(a)



消
費
税

(i)

相
続
税

(ii)

贈
与
税

(iii)
英
国
に
つ
い
て
は
、

(b)

付
加
価
値
税

(i)

相
続
税

(ii)
そ
の
他
の
租
税
で
両
締
約
国
の
政
府
が
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
り
合
意
す
る
も
の

(c)
３

一
方
の
締
約
国
の
租
税
債
権
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
き
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
徴
収
に
お
け
る
支
援
の
要
請
の
時
に
お
い
て
当
該
租
税
債
権
を
負
担
す
る
者
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に

基
づ
き
当
該
租
税
債
権
の
徴
収
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
租
税
債
権
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国

の
権
限
の
あ
る
当
局
の
要
請
に
基
づ
き
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
徴
収
の
た
め
に
引
き
受
け
ら
れ
る

も
の
と
す
る
。
当
該
租
税
債
権
は
、
こ
の
３
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
他
方
の
締
約
国
が
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件

を
満
た
す
当
該
他
方
の
締
約
国
の
租
税
債
権
と
同
様
に
、
当
該
他
方
の
締
約
国
に
よ
り
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
租
税
の



執
行
及
び
徴
収
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
徴
収
さ
れ
る
。

４

一
方
の
締
約
国
の
租
税
債
権
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
き
そ
の
徴
収
を
確
保
す
る
た
め
に
当
該
一
方
の
締

約
国
が
保
全
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
租
税
債
権
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
の
要
請
に
基
づ
き
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
保
全
の
措
置
の
た
め
に
引
き
受
け
ら
れ
る

も
の
と
す
る
。
当
該
他
方
の
締
約
国
は
、
そ
の
保
全
の
措
置
を
と
る
時
に
お
い
て
当
該
租
税
債
権
が
当
該
一
方
の
締
約
国

に
お
い
て
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
租
税
債
権
を
負
担
す
る
者
が
そ
の
徴
収
を
停
止
さ
せ

る
権
利
を
有
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
租
税
債
権
が
自
国
の
租
税
債
権
で
あ
る
と
し
た
場
合
と
同
様
に
、
当
該
他
方

の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
当
該
保
全
の
措
置
を
と
る
。

５

３
及
び
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
３
又
は
４
に
規
定
す
る
徴
収
又
は
保
全
の
措
置
の
た
め
に
一
方
の
締
約
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
た
租
税
債
権
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
の

下
で
租
税
債
権
で
あ
る
と
の
理
由
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
時
効
の
対
象
と
さ
れ
ず
、
か
つ
、
そ
の
理
由
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

優
先
権
を
与
え
ら
れ
な
い
。
３
又
は
４
に
規
定
す
る
徴
収
又
は
保
全
の
措
置
の
た
め
に
当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ

る
当
局
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
た
租
税
債
権
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
法
令
の
下
で
適
用



さ
れ
る
優
先
権
を
有
す
る
も
の
で
な
い
。

６

５
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
３
又
は
４
に
規
定
す
る
徴
収
又
は
保
全
の
措
置
の
た
め
に
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る

当
局
に
よ
り
引
き
受
け
ら
れ
た
租
税
債
権
の
徴
収
に
当
た
っ
て
当
該
一
方
の
締
約
国
が
と
っ
た
措
置
は
、
当
該
措
置
が
他

方
の
締
約
国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
な
ら
ば
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
当
該
租
税
債
権
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

る
時
効
を
停
止
し
、
又
は
中
断
す
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
令
の
下
に
お
い

て
も
同
様
の
効
果
を
有
す
る
。
当
該
一
方
の
締
約
国
は
、
当
該
措
置
に
つ
い
て
当
該
他
方
の
締
約
国
に
通
報
す
る
。

７

一
方
の
締
約
国
の
租
税
債
権
の
存
在
、
有
効
性
又
は
金
額
に
関
す
る
争
訟
の
手
続
は
、
他
方
の
締
約
国
の
裁
判
所
又
は

行
政
機
関
に
提
起
さ
れ
な
い
。

８

一
方
の
締
約
国
が
３
又
は
４
の
規
定
に
基
づ
い
て
要
請
し
た
後
、
他
方
の
締
約
国
が
関
連
す
る
租
税
債
権
を
徴
収
し
、

当
該
一
方
の
締
約
国
に
送
金
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
租
税
債
権
が
次
の

又
は

の
規
定
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合

(a)

(b)

に
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
そ
の
事
実
を
速

や
か
に
通
報
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
選
択
に
よ
り
、
当
該
一
方
の
締
約
国
は
、
そ
の
要
請
を
停
止
し
、
又
は
撤
回
す

る
。



３
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
租
税
債
権
が
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
き
執
行
す
る
こ

(a)
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
租
税
債
権
を
負
担
す
る
者
が
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
き
当
該
租

税
債
権
の
徴
収
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
租
税
債
権
が
、
当
該
一
方
の
締
約
国
が
そ
の
法
令
に
基
づ
き
そ
の
徴

(b)
収
を
確
保
す
る
た
め
に
保
全
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

９

こ
の
条
の
規
定
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
一
方
の
締
約
国
に
対
し
、
次
の
こ
と
を
行
う
義
務
を
課
す
る
も
の
と
解
し

て
は
な
ら
な
い
。

当
該
一
方
の
締
約
国
又
は
他
方
の
締
約
国
の
法
令
及
び
行
政
上
の
慣
行
に
抵
触
す
る
行
政
上
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

(a)

公
の
秩
序
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
措
置
を
と
る
こ
と
。

(b)

他
方
の
締
約
国
が
そ
の
法
令
又
は
行
政
上
の
慣
行
に
基
づ
き
徴
収
又
は
保
全
の
た
め
に
全
て
の
妥
当
な
措
置
を
と
っ

(c)
て
い
な
い
場
合
に
支
援
を
行
う
こ
と
。

当
該
一
方
の
締
約
国
の
行
政
上
の
負
担
が
他
方
の
締
約
国
が
得
る
利
益
に
比
し
て
明
ら
か
に
不
均
衡
で
あ
る
場
合
に

(d)
支
援
を
行
う
こ
と
。



支
援
を
要
請
さ
れ
た
租
税
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
課
税
の
原
則
に
反
し
て
課
さ
れ
た
と
当
該
一
方
の
締
約
国

(e)
が
認
め
る
場
合
に
支
援
を
行
う
こ
と
。

こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
援
が
行
わ
れ
る
前
に
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
条
の
規
定
の
実
施
方

10
法
（
各
締
約
国
に
対
す
る
支
援
の
程
度
の
均
衡
を
確
保
す
る
た
め
の
合
意
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
合
意
す
る
。
特
に
、
両

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
一
方
の
締
約
国
が
特
定
の
年
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
支
援
の
要
請
の
数
の
上

限
、
支
援
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
租
税
債
権
の
最
低
金
額
及
び
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
た
額
の
送
金

に
関
す
る
手
続
規
則
に
つ
い
て
合
意
す
る
。

第
十
三
条

１

二
千
六
年
議
定
書
１
中
「
第
十
条
の
三
」
を
「
第
十
条
の
二
」
に
改
め
、
「
同
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に

「
（
こ
れ
ら
の
一
般
原
則
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
随
時
行
わ
れ
る
改
正
の
後
の
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

２

二
千
六
年
議
定
書
３
及
び
６
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

３

二
千
六
年
議
定
書
に
次
の
５
を
加
え
る
。

５

条
約
第
二
十
五
条
５
の
規
定
に
関
し
、



両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
同
条
５
の
規
定
に
従
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
よ
っ
て
直
接
に
影
響
を
受

(a)
け
る
者
の
作
為
若
し
く
は
不
作
為
が
当
該
事
案
の
解
決
を
妨
げ
る
場
合
又
は
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
当
該

者
が
別
に
合
意
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
同
条
５
に
規
定
す
る
仲
裁
の
要
請
か
ら
二
年
以
内
に
仲
裁
決
定
が
実
施
さ
れ

る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
仲
裁
手
続
を
合
意
に
よ
っ
て
定
め
る
。

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
は
、
次
の
規
則
に
従
っ
て
、
設
置
さ
れ
る
。

(b)

仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
は
、
国
際
租
税
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
専
門
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
三
人
の
仲
裁
人

(i)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

各
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
仲
裁
人
（
自
国
の
国
民
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
を
任

(ii)
命
す
る
。
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
任
命
す
る
二
人
の
仲
裁
人
は
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
合
意

す
る
手
続
に
従
い
、
仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
長
と
な
る
第
三
の
仲
裁
人
を
任
命
す
る
。

全
て
の
仲
裁
人
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
の
税
務
当
局
の
職
員
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
及
び
同
条
１
の
規
定
に

(iii)
従
っ
て
申
し
立
て
ら
れ
た
事
案
に
関
与
し
た
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
の
仲
裁
人
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
の

国
民
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
い
ず
れ
の
締
約
国
内
に
も
日
常
の
居
所
を
有
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
及
び



い
ず
れ
の
締
約
国
に
よ
っ
て
も
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
仲
裁
手
続
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
全
て
の
仲
裁
人
及
び
そ
れ
ら
の
職
員
が
、

(iv)
各
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
て
送
付
す
る
書
面
に
お
い
て
、
条
約
第
二
十
六
条
２
及
び
両
締
約
国
に
お
い

て
適
用
さ
れ
る
法
令
に
規
定
す
る
秘
密
及
び
不
開
示
に
関
す
る
義
務
と
同
様
の
義
務
に
従
う
こ
と
に
合
意
す
る
こ
と

を
確
保
す
る
。

各
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
自
ら
が
任
命
し
た
仲
裁
人
に
係
る
費
用
及
び
自
国
の
費
用
を
負
担
す
る
。
仲

(v)
裁
の
た
め
の
委
員
会
の
長
に
係
る
費
用
そ
の
他
の
仲
裁
手
続
の
実
施
に
関
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
の
権

限
の
あ
る
当
局
が
均
等
に
負
担
す
る
。

両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
全
て
の
仲
裁
人
及
び
そ
れ
ら
の
職
員
に
対
し
、
仲
裁
決
定
の
た
め
に
必
要
な
情

(c)
報
を
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
提
供
す
る
。

仲
裁
決
定
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
。

(d)

仲
裁
決
定
は
、
先
例
と
し
て
の
価
値
を
有
し
な
い
。

(i)

仲
裁
決
定
は
、
条
約
第
二
十
五
条
５
の
規
定
、
こ
の
５
の
規
定
又
は

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
手
続
規
則

(ii)

(a)



の
い
ず
れ
か
に
対
す
る
違
反
（
仲
裁
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
り
当
該
仲
裁
決
定
が
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
確
定
す
る
。
仲
裁
決
定
は
、
そ
の
違
反
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の

と
す
る
。

仲
裁
の
要
請
が
行
わ
れ
て
か
ら
、
仲
裁
の
た
め
の
委
員
会
が
そ
の
決
定
を
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
及
び
仲
裁

(e)
の
要
請
を
行
っ
た
者
に
送
達
す
る
ま
で
の
間
に
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
仲
裁
に
付
託
さ
れ
た
全
て
の
未
解

決
の
事
項
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
案
は
同
条
２
の
規
定
に
従
っ
て
解
決
さ
れ
た
も
の
と
し
、
仲

裁
決
定
は
行
わ
れ
な
い
。

第
十
四
条

１

こ
の
議
定
書
は
、
両
締
約
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
議
定
書

は
、
そ
の
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
の
交
換
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

２

こ
の
議
定
書
は
、
次
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

英
国
に
つ
い
て
は
、

(a)



源
泉
徴
収
さ
れ
る
租
税
に
関
し
て
は
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
以
後
に
取
得
す
る
所

(i)
得

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
所
得
税
及
び
譲
渡
収
益
税
に
関
し
て
は
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を
生

(ii)

(i)
ず
る
年
の
翌
年
の
四
月
六
日
以
後
に
開
始
す
る
各
賦
課
年
度
の
も
の

法
人
税
に
関
し
て
は
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
各
会
計
年
度
の
も

(iii)
の日

本
国
に
つ
い
て
は
、

(b)

源
泉
徴
収
さ
れ
る
租
税
に
関
し
て
は
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
以
後
に
租
税
を
課
さ

(i)
れ
る
額

源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
し
て
は
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
以

(ii)
後
に
開
始
す
る
各
課
税
年
度
の
所
得

３

２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
七
条
の
規
定
は
、
両
締
約
国
の
政
府
が
外
交

上
の
公
文
の
交
換
に
よ
り
合
意
す
る
日
以
後
に
開
始
す
る
課
税
年
度
又
は
賦
課
年
度
の
利
得
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
第
二
条



の
規
定
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
七
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
ま
で
は
、
改
正
前
の
条
約
第
七
条
の
規
定
を
引
き
続
き

適
用
す
る
。

４

２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
二
十
五
条
３
、
５
及
び
６
、
第
二
十
六
条
１
及

び
２
並
び
に
第
二
十
六
条
の
Ａ
並
び
に
こ
の
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
二
千
六
年
議
定
書
５
の
規
定
は
、
当
該
規
定
の

対
象
と
な
る
事
案
に
係
る
課
税
年
度
又
は
賦
課
年
度
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
適
用
す
る
。

こ
の
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
る
条
約
第
二
十
五
条
５
の
規
定
の
適
用
上
、
い
か
な
る
事
案
も
、
こ
の
議
定
書
が
効
力
を

生
ず
る
日
の
後
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
仲
裁
に
付
託
さ
れ
な
い
。

５

こ
の
議
定
書
は
、
条
約
が
有
効
で
あ
る
限
り
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
議
定
書
に
署
名
し
た
。

二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。



日
本
国
の
た
め
に

林

景
一

グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
た
め
に

デ
ー
ビ
ッ
ド
・
ガ
ー
ク


